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海上旅客運送業最低賃金

平成８年１０月３０日 平成８年運輸省最低賃金公示第６号

一部改正平成９年１０月３１日 平成９年運輸省最低賃金公示第５号

一部改正平成１０年１１月２日 平成１０年運輸省最低賃金公示第２号

一部改正平成１３年１１月１日 平成１３年国土交通省最低賃金公示第２号

一部改正平成２６年３月３日 平成２６年国土交通省最低賃金公示第２号

一部改正平成２６年１１月２０日 平成２６年国土交通省最低賃金公示第４号

一部改正平成２７年１２月２日 平成２７年国土交通省最低賃金公示第２号

一部改正平成２８年１１月２８日 平成２８年国土交通省最低賃金公示第２号

１ 適用する地域

全国

２ 適用する使用者

船員法（昭和２２年法律第１００号）第１条に規定する船舶であって、旅客運送の

用に供するもののうち、次の各号に掲げる船舶の所有者（船員法第５条の規定に基づ

き、船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。）

(1) 遠洋区域を航行区域とする船舶

(2) 近海区域を航行区域とする船舶

(3) 沿海区域を航行区域とする総トン数１００トン以上の船舶（その航行区域が平水

区域から当該船舶の最強速力で２時間以内に往復できる区域に限定されている船舶

を除く。）

３ 適用する船員

前項の使用者に雇用されている船員であって、同項の船舶に乗り組む職員（船長を

含む。以下同じ。）及び部員

４ 前項の船員に係る最低賃金額（月額）

(1) 職員（事務部職員を除く。） ２４３，０５０円

(2) 事務部職員 １８８，９５０円

(3) 部員 １８１，６００円

５ 最低賃金に算入しない賃金

(1) 通常の労働日以外の日の労働及び通常の労働時間を超えた時間の労働に対し支払

われる割増手当及びこれらの労働に対応する部分の能率給、歩合給など

(2) 夜間の労働に対し支払われる夜間割増賃金

(3) 臨時的に行う通常の労働以外の労働に対し支払われる作業手当、荷役手当、欠員

手当など

(4) 予期していない事由に基づき支払われる災害の場合の一時金及び支給条件はあら

かじめ確定されているが、支給事由の発生が不確定であり、かつ、まれに支払われ

る結婚手当、退職手当など

(5) １か月を超える期間毎に支払われる夏期・年末手当、賞与、その他これに準ずる

賃金

(6) 通勤手当及び実費弁償として支払われる交通費、旅費、その他これに類するもの

附 則（平成２８年国土交通省最低賃金公示第２号）

この公示は、平成２８年１２月２８日から効力を生ずる。
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職員 事務部職員 部員

平成８年 234,350円 181,250円 169,450円

平成９年 236,950円 183,250円 172,600円

平成１０年 238,050円 184,100円 175,800円

平成１１年 － － 176,500円

平成１２年 － － 177,050円

平成１３年 238,300円 184,200円 177,500円

平成１８年 － － －

平成２５年 239,250円 185,150円 178,250円

平成２６年 240,250円 186,150円 179,000円

平成２７年 242,050円 187,950円 180,600円

平成２８年 243,050円 188,950円 181,600円

年度
最低賃金額

                            海上旅客運送業の最低賃金の改正状況
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海上旅客運送業に係る労使間協定賃金

１．職員(事務部職員を除く。) 最賃額 243,050 (単位：円，％)

標 齢 給 職 務 給

Ａ社 航・機士 224,640 1,700 7,600 20,040 253,980 10,930 個別協約 24.00 日

Ｂ社 〃 245,080 3,600 4,650 15,100 268,430 25,380 個別協約 20.00 日

Ｃ社 〃 189,230 55,700 13,395 258,325 15,275 大型ＣＦ 19.00 日

Ｄ社 〃 175,710 55,700 14,100 245,510 2,460 大型ＣＦ 20.00 日

Ｅ社 〃 177,400 55,700 14,100 247,200 4,150 大型ＣＦ 20.00 日

Ｆ社 〃 220,570 10,000 33,086 263,656 20,606 個別協約 - 日

Ｇ社 〃 177,400 55,700 14,100 247,200 4,150 大型ＣＦ 20.00 日

Ｈ社 〃 175,710 55,700 14,805 246,215 3,165 大型ＣＦ 21.00 日

Ｉ社 〃 177,400 55,700 14,805 247,905 4,855 大型ＣＦ 21.00 日

Ｊ社 〃 175,710 55,700 12,690 12,240 256,340 13,290 大型ＣＦ 18.00 日

Ｋ社 〃 242,550 24,260 13,400 280,210 37,160 中四旅客 20.00 日

Ｌ社 〃 242,550 24,255 8,400 275,205 32,155 中四旅客 20.00 日

Ｍ社 〃 175,710 55,700 14,100 245,510 2,460 大型ＣＦ 20.00 日

Ｎ社 〃 220,880 800 6,517 15,202 243,399 349 個別協約 21.56 日

Ｏ社 〃 250,180 3,740 62,550 316,470 73,420 個別協約 - 日

Ｐ社 〃 236,070 2,500 9,720 3,000 37,210 288,500 45,450 個別協約 20.00 日

Ｑ社 〃 246,220 1,700 19,090 6,050 273,060 30,010 個別協約 23.00 日

Ｒ社 〃 254,270 3,610 7,000 25,000 14,805 304,685 61,635 個別協約 21.00 日

Ｓ社 〃 227,810 8,000 5,500 3,500 2,500 247,310 4,260 個別協約 - 日

備 考
(航海日当／月)

基 本 給 ( 初 任 額 )
乗船手 当等

フェリ ー手
当

その他会 社 名 職 名 航 海 日 当 合 計
最賃額
との差
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２．事務部職員 最賃額 188,950 (単位：円，％)

標 齢 給 職 務 給

Ａ社 事務員(未経験) 168,950 8,760 14,100 191,810 2,860 大型ＣＦ 20.00 日

Ｂ社 〃 168,950 8,760 14,100 191,810 2,860 大型ＣＦ 20.00 日

Ｃ社 〃 180,950 8,760 14,100 203,810 14,860 大型ＣＦ 20.00 日

Ｄ社 〃 225,260 22,530 13,400 261,190 72,240 中四旅客 20.00 日

Ｅ社 〃 175,710 8,760 14,100 198,570 9,620 大型ＣＦ 20.00 日

Ｆ社 〃 238,720 3,580 59,680 301,980 113,030 個別協約 - 日

Ｇ社 〃 183,260 16,560 3,800 203,620 14,670 個別協約 23.00 日

航 海 日 当 合 計
最賃額
との差

その他
備 考

(航海日当／月)
会 社 名 職 名

基 本 給 ( 初 任 額 )
乗船手 当等

フェリ ー手
当



３．部　　員 最賃額 181,600 (単位：円，％)

標 齢 給 職 務 給

Ａ社 部員(未経験) 157,790 8,920 15,240 181,950 350 個別協約 24.00 日

Ｂ社 〃 165,310 4,350 12,700 182,360 760 個別協約 20.00 日

Ｃ社 〃 168,950 8,170 12,065 189,185 7,585 大型ＣＦ 19.00 日

Ｄ社 〃 168,950 8,170 12,700 189,820 8,220 大型ＣＦ 20.00 日

Ｅ社 〃 168,950 8,170 12,700 189,820 8,220 大型ＣＦ 20.00 日

Ｆ社 〃 168,570 25,286 193,856 12,256 個別協約 - 日

Ｇ社 〃 168,950 8,170 12,700 189,820 8,220 大型ＣＦ 20.00 日

Ｈ社 〃 175,710 8,170 13,335 197,215 15,615 大型ＣＦ 21.00 日

Ｉ社 〃 168,950 8,170 13,335 190,455 8,855 大型ＣＦ 21.00 日

Ｊ社 〃 168,950 8,170 11,430 12,240 200,790 19,190 大型ＣＦ 18.00 日

Ｋ社 〃 168,550 16,860 10,300 195,710 14,110 中四旅客 20.00 日

Ｌ社 〃 168,550 16,855 5,800 191,205 9,605 中四旅客 20.00 日

Ｍ社 〃 168,950 8,170 12,700 189,820 8,220 大型ＣＦ 20.00 日

Ｎ社 〃 167,400 800 4,439 13,692 186,331 4,731 個別協約 21.56 日

Ｏ社 〃 168,260 3,410 42,070 213,740 32,140 個別協約 - 日

Ｐ社 〃 168,510 8,100 2,000 29,328 207,938 26,338 個別協約 20.00 日

Ｑ社 〃 183,260 16,560 3,800 203,620 22,020 個別協約 23.00 日

Ｒ社 〃 168,550 3,290 2,000 25,000 13,335 212,175 30,575 個別協約 21.00 日

Ｓ社 〃 164,100 6,000 5,500 3,500 2,500 181,600 0 個別協約 - 日

備 考
(航海日当／月)

会 社 名 職 名
基 本 給 ( 初 任 額 )

乗船手 当等
フェリ ー手

当
合 計

最賃額
との差

その他航 海 日 当


